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部
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正
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省
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新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
収
集
を
行
お
う
と
す
る
区
域
の
増
加
に
係
る
再
資
源
化

（
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
収
集
を
行
お
う
と
す
る
区
域
の
増
加
に
係
る
再
資
源
化

事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
で
課
税
す
る
も
の
の
範
囲
）

事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
で
課
税
す
る
も
の
の
範
囲
）

第
二
十
二
条
の
二

法
別
表
第
一
第
百
五
十
六
号
の
三
㈡
イ
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

第
二
十
二
条
の
二

法
別
表
第
一
第
百
五
十
六
号
の
二
㈡
イ
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

め
る
変
更
の
認
定
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

め
る
変
更
の
認
定
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
（
再
資
源
化
事
業
計
画
の
変

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
（
再
資
源
化
事
業
計
画
の
変

更
等
）
の
規
定
に
よ
る
再
資
源
化
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
で
同
法
第
十
条
第
二
項
第

更
等
）
の
規
定
に
よ
る
再
資
源
化
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
で
同
法
第
十
条
第
二
項
第

四
号
（
再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定
）
の
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
収
集
を
行
お
う

四
号
（
再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定
）
の
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
収
集
を
行
お
う

と
す
る
区
域
の
増
加
に
係
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
区
域
の
増
加
に
係
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


